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広島県ホームページ（宿泊税）

西部県税事務所からのお知らせ

地方税も電子申告・納付！

令和８年４月から「宿泊税」制度が開始されます！

　ｅＬＴＡＸ（エルタックス）では、インターネットを利用して地方税の申告、納付手続きが
行えます。（ｅＬＴＡＸは、地方公共団体が共同で運営する地方税の総合窓口システムです。）

eLTAXで利用可能な手続き

eLTAXで電子納付（共通納税）が可能です。

★詳しくは、eLTAXホームページをご覧いただくか、ヘルプデスクにお問い合わせください。

広島県ホームページ（県税のページ）（https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/zei）

広島県西部県税事務所法人課税課（℡：082-207-3145（ダイヤルイン））

eLTAXホームページ　⇒　h t t p s : //w ww . e l t a x . l t a . g o . j p
ヘルプデスク　⇒　℡：0570-081459（つながらない場合は03-5521-0019）

エルレンジャー

広島県では、観光振興施策の推進のため、令和８年４月１日から宿泊税の課税を開始します。
（税率：素泊まり料金で１人１泊６千円以上の宿泊について一律200円。）
宿泊施設の経営者の方は、宿泊税の特別徴収義務者としての登録及び申告納入が必要となります。
皆様の御理解と御協力をお願いします。　
○宿泊税問い合わせ先 ⇒ 広島県総務局税務課指導第二グループ　Tel：082-513-2331
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広島市役所からのお知らせ
　令和７年中に給与の支払をされた法人・事業主の方は、令和８年２月２日㈪までに、給与支払報告書（個人別明細書と総
括表）及び普通徴収切替理由書を提出してください。
●　個人別明細書
　令和８年１月１日に広島市に住所がある人で、令和８年１月１日現在において給与の支払を受けている人又は令和７年
中に退職された人で給与支払金額の総額が30万円を超える人（アルバイトなどの短期就労者も含む。）について１名に
つき１枚作成してください。

●　総括表
　広島市に提出される個人別明細書の人数等を記入したものを1法人又は1事業主につき1枚作成してください。

●　普通徴収切替理由書
　広島市に個人別明細書を提出される人のうち、市民税・県民税・森林環境税を特別徴収（給与から差し引き）できない人
がいる場合は、その理由と人数を記入したものを、１法人又は１事業主につき１枚作成してください。

●　給与支払報告書の電子データによる提出義務の要件変更（令和９年１月提出分から）
　源泉徴収票をe-Tax（国税電子申告・納税システム）等により税務署に提出することが義務付けられている給与支払者は、
広島市に提出する給与支払報告書についても、「eLTAX（エルタックス）」（地方税ポータルシステム）等による提出が義
務付けられています。現在、基準年（前々年）に税務署に提出する「源泉徴収票」が100枚以上である給与支払者は、e-Tax
等により提出することが義務付けられていますが、令和９年１月１日以後は30枚以上に変更されます。例えば、令和７年に
税務署に提出する「源泉徴収票」の枚数が30枚であった場合は、令和９年１月に広島市に提出する「給与支払報告書」は、
eLTAX等により提出してください。

※　各帳票の様式及び記入要領は、広島市のホームページをご覧ください。
　　市ＨＰ　ページ番号　　　 　　　　→ 令和８年度給与支払報告書の提出について
●　提出先・問合せ先　広島市役所財政局税務部市民税課特別徴収係（℡ 082-504-2089）

　広島市では、eLTAX を利用して、インターネットによる申告等を行うことができます。また、eLTAX からは電子
納付により納税することもできます。
　利用できる税目と手続は、次のとおりです。
●個人市民税・県民税・森林環境税（給与支払報告、給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出、納入など）
●法人市民税（確定申告・予定申告・仮決算の中間申告・修正申告・均等割申告、法人設立・設置届、納付など）
●固定資産税（固定資産税（償却資産）の申告、申告書の提出期限の延長の承認申請など）
●軽自動車税（種別割）（申告書の提出期限の延長の承認申請）
●市たばこ税（市たばこ税の納付申告、納付など）
●入湯税（入湯税の納入申告、特別徴収義務者経営申告、納入など）
●事業所税（資産割・従業者割の納付申告、免税点以下の申告、事業所用家屋貸付等申告、納付など）
　詳しい内容や手続等は、eLTAXホームページ（https://www.eltax.lta.go.jp/）をご覧ください。

8時30分から24時まで
（土・日・祝日、年末年始（12/29～1/3）は除きます。）

　事業を営んでいる人が、令和８年１月１日現在、広島市内に固定資産税の対象となる償却資産（事業用資産）を所有して
いる場合には、資産の種類・取得価額・数量等を記載した償却資産申告書を作成し、令和８年２月２日㈪までに提出してく
ださい。
　なお、複数の区に償却資産を所有している場合には、資産が所在する区ごとに申告書を作成し、提出してください。
●　償却資産とは
　会社や個人で事業を営んでいる人が、その事業のために用いることができる構築物・機械・器具・備品等で、土地及び家
屋以外の減価償却できる資産（自動車税（種別割）・軽自動車税（種別割）の課税対象である自動車等を除きます。）をい
います。

●　提出先・問合せ先　広島市役所財政局税務部固定資産税課償却資産係（℡ 082-504-2127）
※　申告書は、最寄りの市税事務所家屋係・税務室に提出していただくこともできます。
※　申告書、申告の手引等が必要な方は償却資産係にご連絡ください。
※　申告書等の様式は、広島市のホームページからもダウンロードできます。
　　市ＨＰ　ページ番号　　　　　　　  → 令和８年度償却資産申告について
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●会　報／ひろしま北　第110号
●発　行／令和８年１月
●発行所／公益社団法人　広島北法人会

●事務局／広島市安佐北区可部四丁目6番3号 マニクールヌマタ202号
●電　話／082-815-4319
●ＦＡＸ／082-815-2937

支部名 法 人 名 所 在 地 業　種

可部支部

㈱技研サービス 安佐北区亀山3-20-65 ボイラーメンテナンス

㈱ｎｉｎｅｔｙ　ｏｎｅ 安佐北区白木町志路5934-4 塗装

アラタプラス㈱ 安佐北区安佐町飯室森城6887-5 屋根工事業

はなまる運輸㈱ 安佐北区亀山2-7-36-2F 運送業

㈲大塚工業 安佐北区可部町桐原867-5 製造業

セーフ工業㈱ 中区吉島新町1-25-9-3 建設業

㈱リアル 安佐南区山本2-12-30 防水業

㈱ＶＩＣＴＯＲＥＭ 安佐南区古市3-19-4 軽貨物運送業

㈲ヤマナカ 東区矢賀6-2-22 板金工

北広島町支部 ㈱出上造園 山県郡北広島町石井谷913-3 造園業

高陽支部

㈱共生 安佐北区口田南8-17-18 福祉サービス　飲食業等

㈱メイワサービス 安佐北区白木町小越374 建設業

㈱Ｌｉｂｅｒｔｅ 安佐北区落合南5-1314-7 自動車販売

沼田支部

㈱ハマト 安佐南区伴東4-21-16-2F 建設業

㈱アキレア 安佐南区相田1-8-21 自動車販売　整備

㈱グリーンライト 安佐南区伴中央4-21-29 自動車販売　整備

㈱ラパンズライフ 安佐南区伴東1-41-2 建設業

安古市支部

安佐南区長楽寺2-26-8 介護

㈱種清建工 安佐南区伴東8-5-19 建設業

㈲総合美装 安佐南区川内3-18-35 建設業

㈱ここにこ 安佐南区安東1-1-32-104 障害福祉サービス業

【法人会員】

【個人会員】

広島北法人会にようこそ
公益社団法人

1/24（土）

1/31（土）

2/23（月）2/24（火）
3/14（土）
3/24（火）

令和 7年 8月～令和 7年 12 月

高陽支部　会員親睦旅行【山口方面】
沼田支部　新春文化講演会【沼田町公民館】（沼町町商工会と共催）
　　　　　講師：森本ケンタ氏　演題：「転んだらかっこよく立ちあがる」
安佐支部　視察研修旅行【鳥取方面】
可部支部　美化運動
理事会【安佐北区民文化センター】

広島北法人会

支部名 会　員　名 所 在 地 業　種

可部支部
ＫＯＳＭＯ住設 安佐北区亀山南5-38-35 建設業

﨑間功久税理士事務所 南区出汐2-1-17-603 税理士

美容サービス

沼田支部 古野恵二税理士事務所 安佐南区大塚5-3-30-1204 税理士

Vol.110 HIROSHIMA-KITA



広島総合支社
〒730-0017 広島市中区鉄砲町７-18 東芝フコク生命ビル5F



広島支社/

TEL 082-241-8191

広島支店/

TEL 082-535-6010




